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賃貸用アパートのリフォーム費用はどこまで経費に出来ますか。

特例事業承継税制により贈与税の納税猶予を受ける為にはどのような
手続きが必要ですか？

今⽉の
Q&A
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今月のお知らせ

真ん中の□に漢字を⼊れて、⼆字熟語を４つ
作ってみましょう︕
ただし熟語は⽮印の⽅向に読みます。

※ 正解は次号資産税NEWSにて発表いたします。

今月の
クイズ

？

※ 前号（No.14６ 平成30年５⽉号）の解答は【近】でした。

①⾏→□ ②配→□
③□→島 ④□→⾞ の4つの⼆字熟語が出来ます。
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税理士 江後慎太郎

リフォームにかかった費⽤のうち、壁紙の張り替えや畳の新調などの価
値を維持するための費⽤、⼜は毀損した部分につきその現状を回復する
ために要した費⽤については、修繕費として⽀出した年に経費とします。

⼀⽅、モルタルであった⾵呂の壁をタイルに張りかえる⼯事のように、
固定資産の耐久性を⾼めて使⽤できる期間を延⻑させる⼯事にかかる費
⽤や耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する⾦額について
は、資本的⽀出として資産に計上し、減価償却で耐⽤年数に応じて費⽤
化していくことになります。

資本的⽀出の代表例は、以下が考えられます。
①建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費⽤の額
②⽤途変更のための模様替え等改造⼜は改装に直接要した費⽤の額
③機械の部分品を特に品質⼜は性能の⾼いものに取り替えた場合のその

取替えに要した費⽤の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要
すると認められる費⽤の額を超える部分の⾦額

⾒積書等の資料に「修繕費」と記載されていても、⼀度に経費に出来る
税務上の「修繕費」に必ず該当するとは限りません。

名⽬ではなく⼯事の実質で税務上、固定資産か修繕費を検討する必要が
あります。

なお、修理改良等のための⽀出で20万円未満については、耐久性を増す
ことが認められたとしても、少額な⽀出として修繕費として処理するこ
とが出来ます。

01 今月のトピックス

アパートの維持、管理、原状回復のための支払いは
支払った年に経費に出来ます。

賃貸用アパートのリフォーム費用は
どこまで経費に出来ますか。 Q

贈与税の納税猶予を受けるためには「都道府県知事の認定」
「税務署への申告」の手続きが必要となります。

特例事業承継税制により贈与税の納税猶予を受ける為には
どのような手続きが必要ですか？
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02 連載！事業承継のススメ

改正前は雇⽤要件を確保しなければならない事がリスクとなって
いましたが、これが事実上の撤廃となったため、納税猶予が受けや
すくなりました。

課長 牧本


